
 

 

 

 平 成 3 0 年 ３ 月 ９ 日 

  土地・建設産業局企画課 

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」を閣議決定 

Ⅰ．背景 

我が国では、人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を

背景とした土地の所有意識の希薄化等により、所有者不明土地（※）が全国的に増加しており、今後も、

相続機会の増加に伴って増加の一途をたどることが見込まれています。 

所有者不明土地は、所有者の特定等に多大なコストを要するため、公共事業の推進等の場面でその用

地確保の妨げとなり、事業全体の遅れの一因となっています。 

※ 不動産登記簿等の公簿情報等により調査してもなお所有者が判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地 

Ⅱ．法律案の概要 

（１）所有者不明土地を円滑に利用する仕組み 

反対する権利者がおらず、建築物（簡易な構造で小規模なものを除く。）がなく、現に利用されていな

い所有者不明土地について、以下の仕組みを構築。 

○ 公共事業における収用手続の合理化・円滑化（所有権の取得） 

国、都道府県知事が事業認定した事業について、収用委員会に代わり都道府県知事が裁定 

○ 地域福利増進事業の創設（利用権の設定） 

地域住民等の福祉・利便の増進に資する事業について、都道府県知事が公益性を確認し、一定期間

の公告に付した上で、利用権（上限 10年間）を設定（所有者が現れ明渡しを求めた場合は、期間終

了後に原状回復、異議がない場合は延長可能） 

（２）所有者の探索を合理化する仕組み 

○ 土地の所有者の探索のために必要な公的情報について、行政機関が利用できる制度を創設 

○ 長期間、相続登記等がされていない土地について、登記官が、長期相続登記等未了土地である旨等

を登記簿に記録すること等ができる制度を創設 

（３）所有者不明土地を適切に管理する仕組み 

○ 所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に

対し財産管理人の選任等を請求可能にする制度を創設 

 

 

【問い合わせ先】 

 国土交通省土地・建設産業局企画課 益本・田邉・田中 

  TEL：03-5253-8111（内線：30-624、30-655）、03-5253-8292（直通） FAX：03-5253-1579 

 

所有者不明土地の増加に伴い、公共事業の推進等の様々な場面において円滑な事業実施に支

障が生じていることを踏まえ、所有者不明土地の利用の円滑化を図るための「所有者不明土地

の利用の円滑化等に関する特別措置法案」が、本日、閣議決定されました。 

～「所有者が分からない土地」を、「地域に役立つ土地」に～ 


